
（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象

種       類

監査実施年度

担　      当 商工観光部

指  摘  事  項

　リース台帳を作成した。

（公表日　平成２０年１０月２２日）

　監査人が言及している不納欠損処理の手法ではないが、２０年度に定めた未収
金等債権の回収不能処理基準に基づいた、回収不能の債権に対する適切な処
理を、２１年度開催の理事会における了承を得て、実施した。その結果、今回指摘
の未収金の問題について、解決を図ることができた。

（公表日　平成２２年５月３１日）

措 置 状 況措 置 状 況措 置 状 況措 置 状 況

　平成１８年度補助金実績報告、平成１９年度補助金申請から、貸借対照表を添
付し、補助金交付先団体の財政状況の把握に努めた。

（公表日　平成１９年１０月２３日）

台帳により年度末に現物照合を実施。

（公表日　平成２１年４月２３日）

措　　　　置　　　　状　　　　況

高齢者福祉事業について

包括外部監査

平成１８年度

Ⅱ．補助金について
（７）シルバー人材センター運営費補助金
シルバー人材センターの運営費に対する補助金に
ついて、その支給を決定するにあたって、年度の
一般会計収支計算書及び支出財源内訳書等を入手
し、補助対象の要否を検討しているが、貸借対照
表を入手していない。
補助金額を決定するうえで直接には貸借対照表は
必要ではないが、補助金支給先の財政状態が妥当
であるかを検討することは重要であり、貸借対照
表を入手する必要があると思われる。

Ⅷ．社団法人　岐阜市シルバー人材センターにつ
いて
（１） 物品の管理について
財務規程によれば、物品管理責任者は、備品台帳
を備え、毎事業年度1回以上台帳と現物照合しな
ければならないとなっている。しかし、備品台帳
への記帳は平成14年2月26日購入分が最後でそれ
以降は記帳されておらず、また現物との照合も行
われていない。
物品の管理を適正に行うために、物品の異動の都
度、備品台帳への記帳を正しく行い、毎事業年度
1回以上備品台帳と現物照合を行うべきである。

(2）リース台帳の作成について
現在、岐阜市シルバー人材センターでは複写機を
リースにより賃借しているが、リース台帳は作成
していない。リースにより賃借している固定資産
についても、自社所有の固定資産同様に物品管理
する必要があるため、リース資産台帳を作成し、
現物との照合を行う必要がある。

(5）未収金について
一般会計の未収金の内には、回収が滞留している
ものが平成11年度2件12,000円、平成14年度1件
37,500円、平成15年度4件289,518円含まれてい
る。
行方不明等回収可能性のないものについては、貸
倒処理の必要があるが財務規程にはその規程がな
い。不納欠損処理規程を作成し、回収可能性のな
いものについては、欠損処理をすべきである。



（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象

種       類

監査実施年度

担　      当 商工観光部

指  摘  事  項

措 置 状 況措 置 状 況措 置 状 況措 置 状 況

措　　　　置　　　　状　　　　況

高齢者福祉事業について

包括外部監査

平成１８年度

　運用先を一本化し、特定資産ごとに定期預金を別に積み立てた。

（公表日　平成１９年１０月２３日）

　平成１８年度決算において、累計額と引当資産の額が同額になるよう積立を
行った。

（公表日　平成１９年１０月２３日）

(6）減価償却引当預金について
「引当金規程」第2条によれば、減価償却分相当
額を減価償却引当預金として引当てることになっ
ている。しかし、減価償却資産を除却した場合に
おける減価償却引当預金の取崩方法に関する規定
がないため、減価償却資産を除却しても減価償却
引当預金の取崩を行っていない。従って、減価償
却累計額と減価償却引当預金とが乖離している。
その乖離を少なくするために、特定の期で減価償
却分相当額を繰入れずに調整している。減価償却
累計額と減価償却引当預金が一致するように、減
価償却引当預金の取崩方法の規定を整備する必要
がある。

（公表日　平成１９年１０月２３日）

（７）特定預金について
（ア）規程の整備について
特定預金の積立基準は規定しているが、取崩方法
に関しては何も触れていない。また、３０周年事
業積立預金や施設設備準備積立預金についての規
定はない。特定預金は目的預金であるから、その
取扱いに関しては明確に規定する必要がある。
特定預金の運用方法については、第３条で「金融
機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ
り保管しなければならない。」と定めているが、
運用にはリスクが伴う場合があるので、権限や実
績報告等を具体的に取り決めることが望まれる。

（イ）特定預金の管理について
特定預金は、銀行等の定期預金と証券会社の公社
債投資信託で運用されているが、貸借対照表の各
特定預金科目と紐付きになっておらず、流動資産
の定期預金や有価証券と一緒に全体として運用し
ている。従って、例えば一般会計の減価償却引当
預金を取り崩す場合、どの口座を取り崩したらよ
いのか明確ではない。特定預金の性格を考慮すれ
ば、特定預金科目と特定預金とは、紐付きになっ
ているのが望ましい。

　引当金規定を改正（平成１９年４月１日施行）


